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下下下北北北沢沢沢駅駅駅周周周辺辺辺地地地区区区   地地地区区区計計計画画画   

世田谷区 

地区計画による街づくり 



 
● 街づくりの基本方針 

（私たちの街は、次のような基本方針に沿って街づくりを進めていきます。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 街づくりの取り組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 地地区区計計画画のの目目標標  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

① 鉄道の整備に伴う市街地が一体化する街づくり 

② 一体的な商業地として全体をつないでいく、歩行者主体の街づくり 

③ 街なみ景観の誘導と緑化の推進による、魅力ある街づくり 

④ 防災・治安などへの配慮とバリアフリー化の推進による、安全安心の街づくり 

⑤ 住民、事業者、行政などが役割と分担に応じて、相互に協力・連携した街づくり 

下北沢駅周辺地区は、道路等の都市基盤の整備が不十分であり、歩行者の安全、快

適な買物空間の形成や防災機能等において課題を抱えています。 

こうした課題を解決するため、区では、地元提言を踏まえた「駅周辺街づくりの基

本計画」、「同整備計画」、「地区街づくり計画」を策定し、平成１８年に「地区計画」

を策定しました。 

当地区の街づくりは、「小田急線連続立体交差化」、「補助５４号線・駅前広場（世区

街 10 号線）」等の整備を行う都市計画事業、「地区街づくり計画」や「地区計画」に

よる適切な建替え計画の誘導による街づくり、「小田急線上部利用」等の関連事業が、

それぞれ連携を図りながら街が持っている魅力を引き出しつつ総合的に進めていると

ころです。 

「下北沢駅周辺地区 地区計画」は、個々の建物の建替え等を通じて、目標で定め

た街の実現を図るための“ルール”です。 

当地区は、「街並み誘導型」地区計画を活用し、

建築物の用途や形態の原則を定めることにより、

土地の合理的な利用の促進を図り、道路空間の確

保と建築物の不燃化を促進させ、秩序ある景観の

そろった街並みの形成をめざしています。また、

歩行者が主体の安全・快適で、回遊性のある魅力

的な商業空間の形成、住み続けられる居住環境の

整備など調和のとれた街づくりを進め、当地区の

特徴や資源を活かし街の魅力をさらに発展させ、

『生活と文化を育み、地域の“心
しん

”となる安全で

住みよい賑わいの街』の形成をめざしています。 

面積：約２５.0ha 

位置：大原一丁目、 

  北沢一丁目、 

北沢二丁目、 

代沢二丁目、 

代沢五丁目、 

代田二丁目、 

代田五丁目 

及び代田六 

丁目各地内 

下北沢駅周辺地区 地区計画 

下北沢駅周辺地区の街づくり 

※「地区街づくり計画」（Ｈ16.5 策定）より抜粋 

 

※ここに掲載する内容は、計画書を抜粋、要約したものです。 



  

 土地利用の方針（計画図１参照 Ｐ.８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 地区施設の整備の方針 
 

 

 

 

 

 建築物等の規制・誘導の方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 
 

 

 

 

 

 

 
 

 地地区区整整備備計計画画  

 地区施設の配置及び規模 
 

 

 

 

３ 

◎ 主要生活道路である鎌倉通りは、沿道部の建替えにあわせて歩道状空地の整備を誘導し、既存道路部分と一
体となった幅員８ｍの道路として機能する空間の確保を図っていく。 

◎ 井の頭線盛土部分を活用して、補助 210号線から駅前へのアクセス道路やポケットパーク等の整備を図る。 

◎ 小田急線地下化後の上部空間を利用して、周辺市街地から駅前広場にアクセスする歩行者通路（緊急車用通
路を兼ねる）やポケットパーク、駐輪場等の整備を図る。 

（5）鎌倉通り沿道地区Ａ   

主要生活道路沿いの安全・快適な歩行空間が確保

された住商複合の低中層市街地を形成する。 

（6）鎌倉通り沿道地区Ｂ   

主要生活道路沿いの安全・快適な歩行空間が確保

された低中層の住宅市街地を形成する。 

（7）住商共存・協調地区Ａ  

良好な居住環境に配慮しつつ店舗等が共存・協調

した、低中層の都市型住宅市街地を形成する。 

（8）住商共存・協調地区Ｂ  

良好な居住環境が確保された、低中層の都市型住

宅市街地を形成する。 

（9）茶沢通り等沿道地区   

現状の街並みを踏まえた、住商複合の中層市街地

を形成する。 

（1）商業地区Ａ   

新たな都市基盤の整備にあわせ、魅力と活気あふ

れる駅前商業ゾーンを形成する。都市計画道路沿

道では、中高層建築物による街並みを形成し、そ

の他の区域では、中層の商業市街地を形成する。 

（2）商業地区Ｂ   

土地の有効利用による建物更新を促進し、現状の

親密感ある空間を活かし、魅力と活気あふれる中

層の商業市街地を形成する。都市計画道路沿道で

は、中高層建築物による街並みを形成する。 

（3）商業地区Ｃ   

近隣住民の日常の買物が便利な低中層の商業市

街地を形成する。 

（4）商業地区Ｄ   

商業施設と住宅が共存する住商複合の中層市街

地を形成する。 

１ 商業地区Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ、鎌倉通り沿道地区Ａ，Ｂ、住商共存・協調地区Ａ，Ｂ 

建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを実現するために、各地区の特性に応じ必要な制限※ 

 を
定める。また、道路幅員による容積率の制限並びに道路斜線及び北側斜線制限の緩和に関する特定行政庁の
認定を運用し、良好な街並みと建築物の不燃化の誘導を行う。（※「用途の制限」、「容積率の最高限度」、「敷地面積の最低

限度」、「高さの最高限度」、「壁面の位置の制限」、「壁面の位置の制限を定める土地の区域における工作物の設置の制限」、「形態又は色彩その

他の意匠の制限」、「垣又はさくの構造の制限」） 

２ 茶沢通り等沿道地区 

道路整備の状況を勘案しつつ、建築物の建替え等を通じて地区の目標とする街並みを一体的に実現するため
に、「敷地面積の最低限度」、「高さの最高限度」、「垣又はさくの構造の制限」を定める。 

３ 建築基準法（以下「法」という。）第５９条の２（総合設計制度）は、本地区整備計画の建築物等の整備に関

する事項を遵守する。 

◎ 計画図２（Ｐ.9 参照）に表示する歩行者回遊軸は、商店街の主要な買物空間であるとともに、当地区の商業全
体の活性化と魅力向上に寄与するため、安全・快適で歩きやすい買物環境の創出に努める。また、商店街と
しての賑わいや街並みの連続性が途切れないように努める。 

◎ 壁面の位置の制限を定める土地の区域は、道路面との段差を小さくするなど歩行者が容易に通行できる構造
とする。 

◎ 敷地内のまとまった空地は公開することを原則とし、楽しく歩ける街並みの形成や商店街の回遊性の向上に
資するように努める。 

◎ 敷地内の空地並びに建築物の壁面や屋上は緑化を図り、うるおいある街づくりを推進する。 

種  類 名  称 幅  員 延  長 備  考 

道  路 鎌倉通り ６ｍ～７ｍ 約５５０ｍ 既存 既存道路の部分と歩道状空地

をあわせて幅員８ｍの道路と

して機能する空間を確保する。 

その他の 

公共空地 

１号歩道状空地 ０．５ｍ～１ｍ 約５５０ｍ 新設（鎌倉通り東側） 

２号歩道状空地 ０．５ｍ～１ｍ 約５５０ｍ 新設（鎌倉通り西側） 

 

区区域域のの整整備備・・開開発発及及びび保保全全にに関関すするる方方針針 



● 建築物等に関する事項 ※ここに掲載する内容は、計画書を抜粋、要約したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の区分 建築物等の用途の制限 

（建築してはならない建築物を示す） 

 
 

 

建築物の容積 

率の最高限度 

 

建築物の敷地 

面積の最低限 

度 

建築物等の高さ 

の最高限度 

 

 壁面の位置の制限 壁面の位置の制限を

定める土地の区域に

おける工作物の設置

の制限 

建築物の形態又は意匠の制限 垣又はさくの

構造の制限 

名称 面積 

商
業
地
区
Ａ 

約 

４．８ 

ha 

(1) 補助 54 号線、世区街 10 号線又は、計画図２
（Ｐ.9 参照）に表示する歩行者回遊軸（以下「道
路等」という。）に面する建築物で、面する部分
を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及びこれらに付
属する自動車車庫の用途に供するもの（以下「住
宅等」という。）。ただし、次に定めるものはこの
限りではない。 

①２階以上の階及び地階でその天井が地盤面下
にあるもの 

②住宅等の出入り口 

③路地状部分のみによって道路等に接する敷地
（路地状敷地）で、道路等の境界線からの距
離が、路地状部分の最小幅の２倍以上の位置
に建築物の外壁又はこれに代わる柱等を有す
るもの 

(2) 法別表第二(へ)項第五号の倉庫業を営む倉庫 

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類 

する法施行令第 130 条の 9 の５で定めるもの 

1 次の各号に
示す敷地にお
ける容積率の
最高限度は、各
号に示す数値
若しくは式に
より算出され
るもの、又は指
定容積率のう
ちいずれか小
さい方の数値
とする。 

(1) １号壁面線 

が定められて 

ている敷地 

：８×６／１０ 

(2) ２号壁面線 

が定められて 

いる敷地 

：（Ｗ＋１）× 

６／１０ 

(3) ３号壁面線 

が定められて 

いる敷地 

：５０／１０ 

(4) 壁面線が定 

められていな 

い敷地  

：Ｗ×６／１０ 

（Ｗ：建築基準法上

の道路幅員ｍ） 

 

２ 前項各号に
該当する敷地
のうち、壁面線
の定められた
辺を２以上有
する敷地につ
いては、前項各
号で算出され
た数値に２／
１０を加算し
た数値、又は指
定容積率のう
ちいずれか小
さい方の数値
とする。 

１ ４０㎡ 

2 地区計画
の決定告示
日 に お い
て、前項の
面積を下回
るものはこ
の限りでな
い（以下「下
回った場合
の規定」と
いう。）。 

3 地区計画
の決定告示
日以降にお
いて、公共
事業の施行
等による敷
地面積の減
少により、
第 1 項の面
積を下回る
ものはこの
限 り で な
い。ただし、
事業の施行
等以前に第
１項の規定
に違反して
いた場合等
は除く（以
下「公共事
業に係わる
規定」とい
う。）。 

(1) ２２ｍ 

(2) 補助 54 号
線、世区街１０
号線又は補助
210 号線に面
する敷地に建築
する建築物で、
別表第１（Ｐ.6
参照）の要件に
適合するものは
４５ｍあるい
は、６０ｍとす
る。 

 建築物の外壁又はこれに代

わる柱の面及び当該建築物に

付属する門又は塀の面は、計画

図３に表示する次の各号の壁

面線を超えて建築してはなら

ない。 

(1)１号壁面線：道路中心から 

４．０ｍ 

(2)２号壁面線：道路境界から 

０．５ｍ 

地盤面から高

さ１０ｍを超

える部分は道

路 境 界 か ら

２．０ｍ 

(3)３号壁面線：道路面から高

さ２．５ｍ以

下の部分は道

路 境 界 か ら

１．０ｍ 

地盤面から高

さ１０ｍを超

える部分は道

路 境 界 か ら

２．０ｍ 

壁面の位置の制限と

して定められた限度の

線と道路境界線との間

の土地の区域には、門、

フェンス、植栽、車止

め、自動販売機等、通

行の妨げとなる工作物

等を設置してはならな

い。 

1 軒、庇、手すり、戸袋、出窓、外壁の開口

部に設ける窓および玄関等で外開きの部分、

階段、からぼり（ドライエリア）その他これ

らに類するものが、壁面の位置の制限の規定

により建築物の外壁又はこれに代わる柱等を

設けることが出来ないこととなる敷地の部分

に突出する形状は、建築してはならない。 
 

2 中高層の建築物については、次のとおりと

する。 

(1) 高さが１０ｍを超える建築物は、冬至日の

午前８時から午後４時までの間において、平

均地盤面からの高さが４ｍの水平面に、別表

第２に示す各区分に応じて、同表に掲げる時

間以上、日影となる部分を生じさせない形状

とする。 

(2)同一の敷地に２以上の建築物がある場合に

おいては、これらの建築物を一の建築物とみ

なす。 

(3)第 1 項の緩和に関する措置は、法施行令第

135 条の 12 に定めるものとする。 

(4)商業地区Ａ、Ｂ及び商業地区Ｃのうち鎌倉

通りの中心以東の区域にある高さが 10ｍを

超える建築物は、日影を生じさせる区域の規

定を適用する。 

(5)建築物が制限の異なる地区の内外にわたる

場合又は、建築物が地区外の土地に日影を生

じさせる場合は、それぞれ日影を生じさせる

地区内にある建築物とみなして、第 1 項の規

定を適用する。 

 

※商業地区Ａ，Ｂについては、 

道路に面す

る垣又はさく

の構造は、生垣

又は緑化した

フェンスとす

る。 

 

ただし、地盤面

からの高さ６

０cm 以下の

部分及び敷地

の形状又は構

造上止むを得

ないものにつ

いては、この限

りでない。 
商
業
地
区
Ｂ 

約 

７．０ 

ha 

(1) ２２ｍ 

(2) 世区街 10 号
線 又 は 補 助
210 号線に面
する敷地に建築
する建築物で、
別表第１（Ｐ.6
参照）の要件に
適合するものは
３１ｍとする。 

商
業
地
区
Ｃ 

約 

０．６ 

ha 

(1) 補助 54 号線、世区街 10 号線又は、計画図２
（Ｐ.9 参照）に表示する歩行者回遊軸（以下「道
路等」という。）に面する建築物で、面する部分
を住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及びこれらに付
属する自動車車庫の用途に供するもの（以下「住
宅等」という。）。ただし、次に定めるものはこの
限りではない。 

①２階以上の階及び地階でその天井が地盤面下
にあるもの 

②住宅等の出入り口 

③路地状部分のみによって道路等に接する敷地
（路地状敷地）で、道路等の境界線からの距
離が、路地状部分の最小幅の２倍以上の位置
に建築物の外壁又はこれに代わる柱等を有す
るもの 

(2) 法別表第二(へ)項第五号の倉庫業を営む倉庫 

(3) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類
する法施行令第 130 条の 9 の５で定めるもの 

(4) １住戸の専用面積が18㎡未満のものを有する
もの 

(5) 法別表第二(ほ)項第二号のマージャン屋、ぱち
んこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売
場その他これらに類するもの 

(6) 法別表第二(に)項第四号のホテル又は旅館 

１６ｍ 

商
業
地
区
Ｄ 

約 

３．１ 

ha ―――――――― 

１ ５０㎡ 

２ 下回った
場合の規定 

３ 公共事業
に係わる規
定 

(1) １６ｍ（鎌倉
通りの中心以西
又は補助 54 号
線の中心以北の
区域。） 

(2) ２２ｍ（ (1)
以外の区域。） 

 ４ 

Ｐ.11 ＱＡ3 Ｐ.1２ ＱＡ5・6 Ｐ.1２ ＱＡ7 Ｐ.1３ ＱＡ８・９ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の区分 建築物等の用途の制限 

（建築してはならない建築物を示す） 

建築物の容積率の

最高限度 

 

建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最低限 

建築物等の高さの

最高限度 

 

 壁面の位置の制限 壁面の位置の制限

を定める土地の区

域における工作物

の設置の制限 

建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限 垣又はさ

くの構造

の制限 

 

 

名

称 
面積 

商
業
地
区
Ａ 

約 

４．８ 

ha 

(1)補助 54 号線、世区街 10 号線又は、計画図２
に表示する歩行者回遊軸（以下「道路等」という）
に面する建築物で、面する部分を住宅、共同住宅、
寄宿舎、下宿及びこれらに付属する自動車車庫の
用途に供するもの（以下「住宅等」という）。た
だし、次に定めるものはこの限りではない。 

①２階以上の階及び地階でその天井が地盤面下
にあるもの。 

②住宅等の出入り口 

③路地状敷地で道路等の境界線からの距離が路
地状部分の最小幅の２倍以上の位置に建築物
の外壁又はこれに代わる柱等を有するもの 

(2)倉庫業を営む倉庫 

(3)個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す
るもの 

1 各号に示す数値
若しくは式により
算出されるもの、又
は指定容積率のう
ちいずれか小さい
方の数値とする。 

(1)１号壁面線が定
められている敷
地 

：８×６／１０ 

(2)２号壁面線が定
められている敷
地 

：（Ｗ＋１）× 

６ ／ １
０ 

(3)３号壁面線が定
められている敷
地 

：５０／１０ 

(4)壁面線が定めら
れていない敷地  

：Ｗ×６／１０ 

（Ｗ：建築基準法上
の道路幅員ｍ） 

 

２ 前項各号に該当
する敷地のうち壁面
線の定められた辺を
２以上有する敷地に
ついては、前項各号
で算出された数値に
２／１０を加算した
数値、又は指定容積
率のうちいずれか小
さい方の数値とす
る。 

４０㎡ (1)２２ｍ 

(2)補助 54 号線、
世区街 10 号線
又は補助 210
号線に面する敷
地に建築する建
築物で、別表第
１の条件を満た
すものは、４５
ｍあるいは、６
０ｍとする。 

 建築物の外壁又はこれに
代わる柱の面及び当該建築
物に付属する門又は塀の面
は、計画図３（Ｐ.10 参照）
に表示する次の各号の壁面
線を越えて建築してはなら
ない。 

(1) １号壁面線 

：道路中心から４．０ｍ 

(2) ２号壁面線 

：道路境界から０．５ｍ 

：地盤面から高さ１０ｍ 

 を超える部分は道路 

 境界から２．０ｍ 

(3) ３号壁面線 

：道路面から高さ 

 ２．５ｍ以下の部分は 

 道路境界から１．０ｍ 

：地盤面から高さ１０ｍ 

 を超える部分は道路 

 境界から２．０ｍ 

壁面の位置の制
限として定められ
た限度の線と道路
境界線との間の土
地の区域には、門、
フェンス、植栽、車
止め、自動販売機
等、通行の妨げとな
る工作物等を設置
してはならない。 

1 軒、庇、手すり、戸袋、出窓、外壁の開口部に設ける
窓および玄関等で、外開きの部分、階段、からぼり（ド
ライエリア）その他これらに類するものが、壁面の位置
の制限の規定により建築物の外壁又はこれに代わる柱
等を設けることが出来ないこととなる敷地の部分に突
出する形状は、建築してはならない。 

 

2 中高層の建築物については、次のとおりとする。 

(1) 高さが１０ｍを超える建築物は、冬至日の真太陽時
における午前８時から午後４時までの間において、平
均地盤面からの高さが４ｍの水平面に、別表第２（Ｐ.7
参照）に示す各区分に応じて、同表に掲げる時間以上、
日影となる部分を生じさせない形状とする。 

(2) 同一の敷地に２以上の建築物がある場合において
は、これらの建築物を一の建築物とみなして、(1)項の
規定を適用する。 

(3) (1)項の緩和に関する措置は、法施行令第 135 条の
12 に定めるものとする。 

(4) 商業地区Ａ，Ｂ及び商業地区Ｃのうち鎌倉通りの中
心以東の区域にある高さが１０ｍを超える建築物で、
冬至日において別表第２（Ｐ.7 参照）に示す地区の土
地に日影を生じさせるものは、日影を生じさせる地区
内にある建築物とみなして、(1) 項の規定を適用する。 

(5) 建築物が日影時間の制限の異なる地区の内外にわた
る場合又は、建築物が冬至日において当該建築物があ
る地区外の土地に日影を生じさせる場合は、それぞれ
日影を生じさせる地区内にある建築物とみなして、(1) 
項の規定を適用する。 

 

 

道 路 に
面 す る 垣
又 は さ く
の構造は、
生 垣 又 は
緑 化 し た
フ ェ ン ス
とする。 

ただし、
地 盤 面 か
ら の 高 さ
６０cm 以
下 の 部 分
及 び 敷 地
の 形 状 又
は 構 造 上
止 む を 得
な い も の
に つ い て
は、この限
りでない。 

商
業
地
区
Ｂ 

約 

７．０ 

ha 

(1)２２ｍ 

(2)世区街 10 号線
又は補助 210
号線に面する敷
地に建築する建
築物で、別表第
１の条件を満た
すものは、３１
ｍとする。 

商
業
地
区
Ｃ 

約 

０．６ 

ha 

(1)補助 54 号線、世区街 10 号線又は、計画図２
に表示する歩行者回遊軸（以下「道路等」という）
に面する建築物で、面する部分を住宅、共同住宅、
寄宿舎、下宿及びこれらに付属する自動車車庫の
用途に供するもの（以下「住宅等」という）。た
だし、次に定めるものはこの限りではない。 

①２階以上の階及び地階でその天井が地盤面下
にあるもの。 

②住宅等の出入り口 

③路地状敷地で道路等の境界線からの距離が路
地状部分の最小幅の２倍以上の位置に建築物
の外壁又はこれに代わる柱等を有するもの 

(2)倉庫業を営む倉庫 

(3)個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類す
るもの 

(4)１住戸の専用面積が 18 ㎡未満のものを有する
もの 

(5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票
券発売所、場外車券売場その他これらに類するも
の 

(6)ホテル又は旅館 

１６ｍ 

商
業
地
区
Ｄ 

約 

３．１ 

ha 

 ５０㎡ (1)２２ｍ 

(2)鎌倉通りの中心
以西又は補助
54 号線の中心
以北の区域に建
築する建築物は
１６ｍとする。 

 
5 

Ｐ.1４ ＱＡ10・Ｐ.15 ＱＡ11 Ｐ.15 ＱＡ12 Ｐ.1５ ＱＡ12 Ｐ.1５ ＱＡ13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の区分 建築物等の用途の制限 

（建築してはならない建築物を示す） 

建築物の容積 

率の最高限度 

建築物の敷地 

面積の最低限 

度 

建築物等の高さ 

の最高限度 

 壁面の位置の制限 壁面の位置の制限を

定める土地の区域に

おける工作物の設置

の制限 

建築物の形態又は意匠の制限 垣又はさくの

構造の制限 

名称 面積 

鎌
倉
通
り 

沿
道
地
区
Ａ 

約 

１．０ 

ha ―――――――― 

次の各号に示
す敷地における
容積率の最高限
度は、各号に示す
数値若しくは式
により算出され
るもの、又は指定
容積率のうちい
ずれか小さい方
の数値とする。 

(1) １号壁面線 

 が定められて 

 いる敷地 

：８×４／１０ 

(2) ２号壁面線 

 が定められて 

 いる敷地 

：（Ｗ＋１）× 

４／１０ 

(3) 壁面線が定 

 められていな 

 い敷地  

：Ｗ×４／１０ 

（Ｗ：建築基準法上

の道路幅員ｍ） 

１ ６０㎡ 

２  下回った
場合の規定 

３  公共事業
に係わる規
定 

１６ｍ  建築物の外壁又はこれに代
わる柱の面及び当該建築物に
付属する門又は塀の面は、計画
図３に表示する次の各号の壁
面線を超えて建築してはなら
ない。 

(1)１号壁面線：道路中心から 
４．０ｍ 

(2)２号壁面線：道路境界から 

０．５ｍ 

地盤面から高
さ１０ｍを超
える部分は道
路 境 界 か ら
２．０ｍ 

(3)３号壁面線：道路面から高
さ２．５ｍ以
下の部分は道
路 境 界 か ら
１．０ｍ 
地盤面から高
さ１０ｍを超
える部分は道
路 境 界 か ら
２．０ｍ 

壁面の位置の制限と
して定められた限度の
線と道路境界線との間
の土地の区域には、門、
フェンス、植栽、車止
め、自動販売機等、通
行の妨げとなる工作物
等を設置してはならな
い。 

1 道路面から高さ２．５ｍ以下の部分に設け
る軒、庇、手すり、戸袋、出窓、外壁の開口部
に設ける窓および玄関等で外開きの部分、階段、
からぼり（ドライエリア）その他これらに類す
るものが、壁面の位置の制限の規定により建築
物の外壁又はこれに代わる柱等を設けることが
出来ないこととなる敷地の部分に突出する形状
は、建築してはならない。 
 
2 中高層の建築物については、次のとおりと
する。 

(1)高さが１０ｍを超える建築物は、冬至日の
午前８時から午後４時までの間において、平
均地盤面からの高さが４ｍの水平面に、別表
第２に示す各区分に応じて、同表に掲げる時
間以上、日影となる部分を生じさせない形状
とする。 

(2)同一の敷地に２以上の建築物がある場合に
おいては、これらの建築物を一の建築物とみ
なす。 

(3)第 1 項の緩和に関する措置は、法施行令第
135 条の 12 に定めるものとする。 

(4)――― 
(5)建築物が制限の異なる地区の内外にわたる
場合又は、建築物が地区外の土地に日影を生
じさせる場合は、それぞれ日影を生じさせる
地区内にある建築物とみなして、第 1 項の
規定を適用する。 

道路に面す
る垣又はさく
の構造は、生垣
又は緑化した
フェンスとす
る。 

ただし、地盤面
からの高さ６
０cm 以下の
部分及び敷地
の形状又は構
造上止むを得
ないものにつ
いては、この限
りでない。 

鎌
倉
通
り 

沿
道
地
区
Ｂ 

約 

０．８ 

ha ―――――――― 

住
商
共
存
・ 

協
調
地
区
Ａ 

約 

２．０ 

ha 

 法別表第二(に)項第一号から第八号に掲げる第
二種中高層住居専用地域内に建築してはならない
建築物。ただし、第八号の床面積の合計「1,500
㎡」は、「500 ㎡」と読みかえる。 

 例えば、３階以上の部分を店舗、飲食店、事務所
等として利用するもの又はその用途の床面積の合
計が 500 ㎡を超えるものやホテル、旅館など。 

 

住
商
共
存
・ 

協
調
地
区
Ｂ 

約 

３．４ 

ha ―――――――― 

茶
沢
通
り
等 

沿
道
地
区 

約 

２．３ 

ha 
―――――――― ―――― 

１ ５０㎡ 
２  下回った
場合の規定 

３  公共事業
に係わる規定 

２２ｍ   
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地区区分 商業地区Ａ 商業地区Ｂ 

(イ) 
基本要件 

（全てに適合 
すること） 

①補助５４号線、世区街１０号線又は補助２１０号線（都市計画道路に並行し都市計画道
路と一体的な利用が図れる道路区域の部分を含む。）を前面道路とする敷地であること。 

①世区街１０号線又は補
助２１０号線を前面道路
とする敷地であること。 

②未整備の都市計画施設の区域内に建築する建築物の部分（都市計画法第５３条の許可関連）を有しないこと。 
③(ロ)欄の要件に適合する公開空地を(ニ)欄に示す条件で確保したもの。 
④都市空間や回遊性の向上に寄与する公開空地を備え、周辺の健全な都市環境の確保に支障がないもの。 

(ロ) 
公開空地の
要   件 

①公開空地の定義 
●歩道状空地：前面道路に沿って高低差がないよう設ける歩行者用の空地で、通行可能な部分の幅員が 
       １ｍ以上ある幅４ｍ以下の部分。原則として前面道路に接する全ての部分に設けるもの。 
●貫 通 通 路：敷地内を自然に通り抜け、道路、公園等の公共施設の相互間を連絡する屋内外に設けた区

画された歩行者用通路で、通行可能な部分の幅員が２ｍ以上あるもの。 
●広場状空地：建物の屋内外に設ける最小幅員が４ｍを超え、一箇所当たりの面積が５０㎡以上の歩行者

のための空間であり、他の公開空地や道路、公園等と全周長の６分の１以上接するもの。 

②有効な公開空地面積の算定 
●歩道状空地：１．５ 
●貫 通 通 路：１．５ 
●広場状空地：１．０ （幅員４ｍを超える部分） 

③配置等 
公開空地は、修景・緑化し、周辺商店街の街並みの連続性の確保および、防犯面に配慮して配置する。 

(ハ) 敷 地 面 積 ５００㎡以上 ２,０００㎡以上 ５００㎡以上 

(ニ) 
公開空地の
条   件 

①敷地面積に対する割合：１．５／１０以上 

②広場状空地を設けること 

①敷地面積に対する割合：３／１０以上 

②貫通通路を設けること 

①敷地面積に対する割合 

：１．５／１０以上 

(ホ) 
高さの最高 
限   度 ４５ｍ ６０ｍ ３１ｍ 

 

有効な公開空地面積は、公開空
地面積に右に示す係数を乗じ
て算出した数値の合計とする 

日 常 一 般
に 公 開 さ
れ た 空 地
で、右の要
件 を 有 す
るもの 

別表第１（都市計画道路に面する一定規模以上の敷地に建つ建築物の高さの最高限度）（商業地区Ａ，Ｂに該当 Ｐ.１３参照） 

 

地区区分 （１） （２） （３） 

商業地区Ｃのうち鎌倉通りの中

心以西の区域、商業地区Ｄ、鎌

倉通り沿道地区Ａ、鎌倉通り沿

道地区Ｂ 

（近隣商業地域、第１種住居地

域、第１種中高層住居専用地域

で指定容積率 300％の区域） 

住商共存・協調地区Ａ 

（第１種住居地域で指定容積率

200％の区域） 

住商共存・協調地区Ｂ 

（第１種中高層住居専用地域で

指定容積率 200％の区域） 

(イ) 敷地境界線からの水平距

離が５ｍを超え１０ｍ以

内の範囲における日影時

間 

５時間 ４時間 ３時間 

(ロ) 敷地境界線からの水平距

離が１０ｍを超える範囲

における日影時間 

３時間 ２．５時間 ２時間 

 

Ｐ.12 ＱＡ4 Ｐ.1２ ＱＡ5・6 Ｐ.1２ ＱＡ7 Ｐ.1３ ＱＡ８・９ 

※ここに掲載する内容は、計画書を抜粋、要約したものです。 

＊全てを例示していないため、詳しくは都市計画図書を参照 

（幅員４ｍ以下の部分） １．０（幅員４ｍを超える部分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の区分 建築物等の用途の制限 

（建築してはならない建築物を示す） 

建築物の容積

率の最高限度 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

建築物等の高さ

の最高限度 

 壁面の位置の制限 壁面の位置の制限

を定める土地の区

域における工作物

の設置の制限 

 

建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限 垣又はさ

くの構造

の制限 
名

称 
面積 

鎌
倉
通
り 

沿
道
地
区
Ａ 

約 

１．０ 

ha  

次の各号に示
す敷地における
容積率の最高限
度は、各号に示す
数値若しくは式
により算出され
るもの、又は指定
容積率のうちい
ずれか小さい方
の数値とする。 

(1)１号壁面線
が定められ
ている敷地 

：８×４／１０ 

(2)２号壁面線
が定められ
ている敷地 

：（Ｗ＋１）× 

４／１０ 

(3)壁面線が定
められてい
ない敷地  

：Ｗ×４／１０ 

（Ｗ：建築基準法上
の道路幅員ｍ） 

１ ６０㎡ 

２ 下回った場

合の規定 

３ 公共事業に

係わる規定 

１６ｍ 

 建築物の外壁又はこれに
代わる柱の面及び当該建築
物に付属する門又は塀の面
は、計画図３（Ｐ.10 参照）
に表示する次の各号の壁面
線を越えて建築してはなら
ない。 

(1) １号壁面線 

：道路中心から４．０ｍ 

(2) ２号壁面線 

：道路境界から０．５ｍ 

：地盤面から高さ１０ｍ 

 を超える部分は道路 

 境界から２．０ｍ 

(3) ３号壁面線 

：道路面から高さ 

 ２．５ｍ以下の部分は 

 道路境界から１．０ｍ 

：地盤面から高さ１０ｍ 

 を超える部分は道路 

 境界から２．０ｍ 

壁面の位置の制
限として定められ
た限度の線と道路
境界線との間の土
地の区域には、門、
フェンス、植栽、車
止め、自動販売機
等、通行の妨げとな
る工作物等を設置
してはならない。 

1 軒、庇、手すり、戸
袋、出窓、外壁の開口
部に設ける窓および玄
関等で、外開きの部分、
階段、からぼり（ドラ
イエリア）その他これ
らに類するものが、壁
面の位置の制限の規定
により建築物の外壁又
はこれに代わる柱等を
設けることが出来ない
こととなる敷地の部分
に突出する形状は、建
築してはならない。 

2 中高層の建築物について
は、次のとおりとする。 

(1) 高さが１０ｍを超える建
築物は、冬至日の真太陽時に
おける午前８時から午後４
時までの間において、平均地
盤面からの高さが４ｍの水
平面に、別表第２（下欄参照）
に示す各区分に応じて、同表
に掲げる時間以上、日影とな
る部分を生じさせない形状
とする。 

(2) 同一の敷地に２以上の建
築物がある場合においては、 

道 路 に
面 す る 垣
又 は さ く
の構造は、
生 垣 又 は
緑 化 し た
フ ェ ン ス
とする。 

ただし、
地 盤 面 か
ら の 高 さ
６０cm 以
下 の 部 分
及 び 敷 地
の 形 状 又
は 構 造 上
止 む を 得
な い も の
に つ い て
は、この限
りでない。 

鎌
倉
通
り 

沿
道
地
区
Ｂ 

約 

０．８ 

ha  

住
商
共
存
・ 

協
調
地
区
Ａ 

約 

２．０ 

ha 

・ボーリング場、バッティング練習場 

・ホテル、旅館 

・飲食店・事務所として利用する部分が 3 階以上
にある又は 500 ㎡を超えているもの 

・自動車教習所           など 

１  道路面から高さ  
２．５ｍ以下の部分に
設ける軒、庇、手すり、
戸袋、出窓、外壁の開
口部に設ける窓および
玄関等で外開きの部
分、階段、からぼり（ド
ライエリア）その他こ
れらに類するものが、
壁面の位置の制限の規
定により建築物の外壁
又はこれに代わる柱等
を設けることが出来な
いこととなる敷地の部
分に突出する形状は、
建築してはならない。 

これらの建築物を一の建築
物とみなして、(１)項の規定
を適用する。 

(3) (1)項の緩和に関する措置
は、法施行令第 135 条の
12 に定めるものとする。 

(4)―（※当該地区では、該当しない項目） 

(5) 建築物が日影時間の制限
の異なる地区の内外にわた
る場合又は、建築物が冬至日
において当該建築物がある
地区外の土地に日影を生じ
させる場合は、それぞれ日影
を生じさせる地区内にある
建築物とみなして、(1)項の
規定を適用する。 

住
商
共
存
・ 

協
調
地
区
Ｂ 

約 

３．４ 

ha 

 

茶
沢
通
り

等
沿
道
地

区 約 

２．３ 

ha 
 

 １ ５０㎡ 
２ 下回った場

合の規定 
３ 公共事業に

係わる規定 

２２ｍ 

 

―――――――― ―――― ―――――――― 

 

7 

地区区分 

商業地区Ｃのうち鎌倉通りの中

心以西の区域、商業地区Ｄ、鎌

倉通り沿道地区Ａ、鎌倉通り沿

道地区Ｂ 

 

（近隣商業地域、第１種住居地

域、第１種中高層住居専用地域

で指定容積率 300％の区域） 

住商共存・協調地区Ａ 

 

 

 

（第１種住居地域で指定容積率

200％の区域） 

住商共存・協調地区Ｂ 

 

 

 

（第１種中高層住居専用地域で

指定容積率 200％の区域） 

(イ) 

敷地境界線からの水平距

離が５ｍを超え１０ｍ以

内の範囲における日影時

間 

５時間 ４時間 ３時間 

(ロ) 
敷地境界線からの水平距

離が１０ｍを超える範囲

における日影時間 
３時間 ２.５時間 ２時間 

 

別表第２（日照に配慮した住環境の形成と調和を図る、中高層の建築物についての形態の制限）       ※測定面：４ｍ 

 

Ｐ.1４ ＱＡ10、Ｐ.15 ＱＡ11 Ｐ.1５ ＱＡ12 Ｐ.1５ ＱＡ12 Ｐ.1５ ＱＡ13 

◎１号壁面線又は２号壁面線が指定されている敷地では、「制限の特例認定申請」（Ｐ.14「手続きの流れ」参照）を

行い、認定の基準に沿ったものであれば、「前面道路幅員による容積率制限」、「道路斜線」、「北側斜線」の緩和が

受けられます。（茶沢通り等沿道地区は、壁面線が指定されていないため、制限は緩和されません。） 

◎当該地区は、高度地区の指定はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

≪計画図１≫ -地区区分- 

地区計画区域及び 
地区整備計画区域 

商業地区Ａ 

商業地区Ｂ 

商業地区Ｃ 

商業地区Ｄ 

茶沢通り等沿道地区 

鎌倉通り沿道地区Ａ 

鎌倉通り沿道地区Ｂ 

住商共存・協調地区Ａ 

住商共存・協調地区Ｂ 

凡    例 

100 0 200ｍ 

商商業業ＡＡ  

商業Ｂ 

商業Ｃ 

商業Ｄ 

茶沢等 

鎌倉Ａ 

鎌倉Ｂ 

住商Ａ 

住商Ｂ 

商業Ａ 

商業Ｂ 

商業Ｂ 

商業Ｂ 

商業Ｃ 

商業Ｄ 

茶沢等 

茶沢等 

商業Ｄ 

鎌倉Ａ 

鎌倉Ｂ 

住商Ａ 

住商Ｂ 

20 

35 

34 

33 

34 

16 
17 

35 

36 

29 

2 

31 

30 

1 

14 

15 

30 

32 

26 

23 

22 

21 

13 

12 

11 

18 

4 

5 

29 

31 

38 

19 

20 

28 

26 

46 

25 

39 

40 

8 

7 

6 

10 

9 

29 

28 

27 

36 

35 

34 

33 

32 

30 
31 

39 

38 

37 

40 

24 

3 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

100 0 200ｍ 

≪計画図２≫ -地区施設・歩行者回遊軸等- 

２号歩道状空地 
1号歩道状空地 

地区計画区域及び 
地区整備計画区域 

都市計画道路補助５４号線 

都市計画道路世区街１０号線 

都市計画道路補助２１０号線 

凡    例 

鎌倉通り 

（既存：幅員６.０～７.０ｍ） 

歩行者回遊軸 

（幅員０.５～１.０ｍ） 
歩道状空地 

地区施設 

その他当該地区の整備・開発及び保全に関する方針 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

≪計画図３≫ -壁面線- 

100 0 200ｍ 

地区計画区域及び 

地区整備計画区域 

凡   例 

３号壁面線 
道路面から高さ 2.5ｍ以下の部分は道路境界から 1.0ｍ 

地盤面から高さ 10ｍを超える部分は道路境界から 2.0ｍ 

１号壁面線(道路中心から４ｍ) 

壁面線（壁面の位置の制限） 

道路境界から 0.5ｍ 

地盤面から高さ 10ｍを超える部分は道路境界から 2.0ｍ 

２号壁面線 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 

Ｑ３ 商業地区Ａ，Ｂ及び商業地

区Ｃで補助５４号線や歩行者回遊

軸に面する建物のうち、１階のど

の部分で住宅等の用途が制限され

るのですか？ 

 
Ａ３ 

◎用途が制限される部分          ◎用途が制限されない場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ２ 歩行者回遊軸とは何ですか？ 
Ａ２ ◇計画図 2（Ｐ.9 参照）に示す、歩

いて楽しく買物が出来るルートです。 

◇計画図 1（Ｐ.8 参照）に示す、商業地区

Ａ，Ｂ及び商業地区Ｃの歩行者回遊軸に

面する建物の１階部分については、店舗

の連続性を損なう用途を制限します。 

◇みなさまには、安全・快適で歩きやすい

買物環境の創出に努めていただくようお

願いします。 

◇本地区計画では、用途の制限を、商業地

域に限って定めていますが、世田谷区街

づくり条例に基づく「地区街づくり計画」

では、近隣商業地域も含めて定めており、

ガイドラインで１階部分を店舗・事務所

等とすることをお願いします。 

天井が地盤面
下にある地階 

歩行者回遊軸等 

地盤面 

道路に面する
部分は用途を
制限 

用 途 制 限
さ れ な い
部分 

 地地区区整整備備計計画画のの解解説説 

歩行者回遊軸等 

ａ：路地状部分の最小幅 

用途制限されない場所 

路地状敷地 

路地状部分 
ｂ≧ａ×２：道路
からの距離が最小
幅員ａの２倍以上 

ｂ 

このような 
敷地の部分は 

◎必要最低限設置可能な用途 

＜断面図＞ 

＜平面図＞ 

＜平面図＞ 

Ｑ１ 地区計画における「一般型」と「街並み誘導型」の違いは何ですか？ 
Ａ１ ◇「一般型」は、建て替え時に守っていただく制限のみを定めて、街並みを形成し

ていきます。一方、「街並み誘導型」は、制限を守っていただき、「認定」※ 

 を受

けることで、２つの制限（容積率制限・斜線制限）を緩和し、建物の壁面や高さ

のそろった街並みを形成していきます。 

※ 「認定」を受けるには、地区計画の届出とは別に「制限の特例認定」の申請が必要です。 

歩行者回遊軸等 

用途制限され
る部分 

用途制限され
ない部分 

住宅等への
出入り口な
ど最低限必
要なものは
設置可能 

敷地 建物 

住宅への出入り口 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

Ｑ７ 敷地面積が、「敷地面積の最低限
度」を下回っています。建物は、建てられ
ないのでしょうか？ 
Ａ7 ◇この地区計画の決定告示日（平成 18 年

12 月７日）より前に、すでに「敷地面積の

最低限度」を下回っており、決定告示日以降、

敷地分割などをしなければ、そのままの状態

で建物を建てることができます。 

◇この地区計画の決定告示日以降に、都市計画

道路整備などにより土地を提供し、その結果

「敷地面積の最低限度」を下回った場合でも、

建物を建てることができます。 
 

◇現在、「敷地面積の最低限度」を上回っていて

も、敷地を分割することにより、最低限度未

満となった敷地には、建物を建てられません。 

Ｑ６ 容積率や道路斜線制限等の緩和を受けるには、どのような手続きが必要ですか？ 
Ａ6 ◇地区計画の届出とは別に、「制限の特例認定」の申請を行う必要があります。 

◇申請内容が、制限を緩和しても交通上・安全上・防災上・衛生上支障がないと認められる建築物で

あるかを、個々の建築敷地の周辺状況などを踏まえて判断します。 

◇個々の建築に対する判断は、認定基準に基づいて行われます。（Ｐ.1４に「手続きの流れ」を掲載 

しています。） 
※「制限の特例認定」に関する相談・申請先：都市整備政策部建築調整課許可・認定担当（電話 03-6432-7163 世田谷区玉川 1-20-1 二子玉川分庁舎 B 棟２Ｆ） 

敷地面積の最低限度が５０㎡の場合 
（商業地区Ｄ、茶沢通り等沿道地区） 

Ｑ５ 壁面線（１号又は２号）が指定されている敷地で、認定を受けて利用できる

容積率は、どのように算定するのですか？ 

Ａ5 ◇商業地区Ａ，Ｂの算定例を示します。 
・指定容積率：５００％ 

・建築基準法上の道路幅員 Ｗ：６.０ｍ 

・壁面線が指定されている 

 

 

敷地面積
９０㎡ 

５０㎡ ４０㎡ 

４５㎡ ４５㎡ 

注：下記事項の救済はできません。 

Ｑ４ なぜ、住商共存・協調地区Ａで建物の用途を制限するのですか？ 
Ａ4 ◇当該地区は現状道路が狭いため、住環境に与える影響を考慮しています。具体的には、

大規模な住宅以外の施設が立地しないよう、店舗・事務所等の床面積は５００㎡以下

とし、かつ、３階以上の階を店舗・事務所等の用途として使用することを制限します。 

０.５ｍ+０.５ｍ 

１号壁面線が指定されて
いる場合は、８とします。 

鎌倉通り沿道地区Ａ，Ｂ、住商共存･協調
地区Ａ，Ｂでは、４／１０とします。 

算定式                    指定容積率 

（Ｗ：６.０+１）×（６／１０）＝４２０％ ＜ ５００％ 

 

利用できる容積率：４２０％ 

小さい方 

建築基準法上の道路 

壁面線 

Ｗ：６.０ｍ 

壁面後退：０.５ｍ 

壁面後退：０.５ｍ 

対象敷地 

建 物 

 

*決定告示日
より前の敷地
面積４０㎡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zｚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内に設けるこ

とも出来ます 

建築物 

歩道 

幅員４ｍを超える部分は、
その面積が公開空地面積 

通行可能な部分を
幅２ｍ以上設ける 

道路等の相互間を自然に
通り抜けるよう配置 

貫通通路 

幅員４ｍ以下の部分は、
1.5倍した面積が公開空
地面積 

歩道状空地 

建築物 

建築物の
ピロティ 

接道部全てに接する 

歩道状空地の幅は、４ｍ以下 

幅が４ｍを超える部分は、歩道
状空地とせず、他の公開空地と
して設置 

歩行者が通行可能な部分を
幅１ｍ以上設ける 

歩道 

歩道状空地 

ピロティ部分の高さ
は、2.5ｍ以上 

◎歩道状空地 

◎貫通通路 ◎広場状空地 

１３ 

他の公開空地や道路等と接する a の
長さは、全周長の６分の１以上とする a≧ 

YES 

１箇所当た
りの最小面
積は、50 ㎡
以上 

建築物 

歩道 

広場状空地 

歩道状空地 

広場状空地 
（屋内） 

建築物 

ピロティ部
分の高さは、
2.5ｍ以上 

最小の幅員
は、４ｍを超
えること 

a a 

b 

c c 

b 

d d 

一般の人が誰
でも自由に利
用可能な状態
とすること 
 
屋外に面する
部分は、オー
プンにする、
ガラス仕上げ
にするなど、
屋外から容易
に認識できる
よう配慮 

天井の高さは
2.5ｍ以上 

NO 

NO 

NO 

YES YES NO 

YES 

NO 
YES 

YES 

NO 

街並みづくりに貢献
する公開空地は、別表
第１（Ｐ.６参照）の
基準のとおりである 

   に示した道路
に面する敷地である 

建築物の
高さは 
60ｍ以下 

建築物の
高さは 
45ｍ以下 

建築物の
高さは 
31ｍ以下 

建築物の
高さは 
22ｍ以下 

建築物の
高さは 
16ｍ以下 

敷地面積は2,000㎡以上ある 

左図の  色のエリアに敷地がある 

街並みづくりに貢献
する公開空地は、別表
第１（Ｐ.６参照）の
基準のとおりである 

敷地面積は 500 ㎡以上ある 

左図を見ながら、あなたの敷地に建てることができる建築物の

高さの最高限度が確認できます。 

左図の  色
のエリアに敷
地がある 

に示した道路に
面する敷地である 

Ｑ９ 公開空地について教えてく

ださい。 
Ａ９ ◇３種類の公開空地を定めてい

ます。（公開空地の要件についてはＰ.６ 

別表第１に示しています。） 

Ｑ８ 建築敷地に、どれくらいの高さの建物を建てることができるか教えてください。 

Ａ８ ◇下のフローに沿って進めると、高さの最高限度、敷地や建て方の条件が確認できます。 

a+b+c+d 
６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１０ 壁面線について具体的に教えてください。 

Ａ１０ ◇３種類の壁面線を定めています。（位置につ

いてはＰ.10 計画図３に示しています。） 

１４ 

道路 

０.５ｍ 

１０ｍ 

２ｍ 

開放的で軒のそろった街
並みの形成を図ります 

現況道路 

４ｍ 

道路中心 

８ｍ
※ 

  

壁面の位置
の制限を受
け る 部 分
は、歩行者
が通行する
ための空間
とします。 

容容積積率率、、道道路路斜斜線線制制限限等等のの緩緩和和をを受受けけよよううととすするる場場合合  
（（建建築築基基準準法法第第６６８８条条のの５５のの５５第第１１項項及及びび第第２２項項にに基基づづくく認認定定をを受受けけよよううととすするる場場合合））  

◎２号壁面線 

 

◎１号壁面線 

主要生活道路とし
ての安全な歩行者
空間を確保します。 

安全・快適な歩行者
空間の確保と軒の
高さがそろった街
並みをめざします。 

０.５ｍ 

快適な歩行者空間、軒の高さ
がそろった街の顔となる街並
みづくりをめざします。 

※「北沢３・４丁目地区地区計画」及

び「北沢５丁目・大原１丁目地区防

災街区整備地区計画」との整合を図

り、８ｍとしています。 

手続きの流れ 

2
.5
ｍ
 

1
0
ｍ
 

 

都市整備政策部建築調整課許可・認定担当 

世田谷区玉川１－２０－１ 

二子玉川分庁舎 B 棟２Ｆ 

電話 03-6432-7163 

※【「制限の特例認定」 
に関する相談・申請先】 

１ｍ 

２ｍ 

壁面の位置の制
限を受ける部分
は、歩行者が通行
するための空間
とします。 

都市計画道路

（歩道部分） 

２.５ｍ 

１０ｍ 

 

◎３号壁面線 

現況 幅員
４ｍ 未満
の場合は、
道路 中心
から ２ｍ
まで を道
路区 域と
します。 

建築行為等に着手す

る日の３０日前まで

に届出が必要です。 

◎「認定対象建築物」は、建築敷地に１号壁面線又は２号壁面線の定めのある建築物です。 

◎「制限の特例認定」を受けるためには、地区計画の内容に適合している必要があります。 

［地区計画の内容］ 

北沢総合支所街づくり課 

［認定基準の内容］ 

都市整備政策部建築調整課許可・認定担当 

相談 

届出書 
提  出 

誘導地区に関する
適合通知書等発行  

申請書 
提  出 

区建築主事 

申請書提出 

又は 

指定確認検査機関 

認定通知
書 発 行 

相談 

確認済証発行 

都建築主事 

地区計画 
の 届 出 

※地区街づくり 

 計画の届出も 

 必要です。 

制 限 の 

特 例 認 定 

申  請 

 

事前相談 

 

工事着手 

 

建 築 確 認
申 請 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 

Ｑ１２ 壁面の位置が制限される

区域では、壁面のほかにどのよう

なものが制限されるのですか？ 
Ａ１２  ◇歩行者や緊急車の通行の妨

げとなる、以下のようなものの設置が

制限されます。 

Ｑ１３ 垣又はさくは、どのようにつくれます

か？また、ブロック塀はつくれますか？ 

Ａ１３ ◇下図のような構造が可能です。なお、ブロ

ック塀を設置する時は、６０ｃｍ以下とな

ります。 

生 垣 緑化したフェンス 

ブロック塀の高さ
は６０ｃｍ以下と
します。 

容容積積率率、、道道路路斜斜線線制制限限等等のの緩緩和和をを受受けけなないい場場合合（（認認定定をを受受けけなないい場場合合））  

建築行為等に着手す

る日の３０日前まで

に届出が必要です。 

Ｑ１１ 壁面後退した部分は、道路として寄付

しなければならないのですか？ 

Ａ１１ ◇道路として寄付する必要はありません。ご

自身の敷地のままです。 

◇後退部分は、容積率を算定する際の敷地面積に算入

できます。 

◇ただし、利用形態は、地区計画の方針に沿って、通

行の妨げにならないよう、歩行者のための空間とし

て整備していただきます。 

道 路 道 路 

 

事前相談 

 

工事着手 

地区計画 
の 届 出 

※地区街づくり 

 計画の届出も 

 必要です。 

 

建 築 確 認 

申 請 

又は 

［地区計画の内容］ 

北沢総合支所街づくり課 

区建築主事 

指定確認検査機関 

都建築主事 

相談 
届出書 
提  出 

誘導地区に関する
適合通知書等発行  

申請書提出 確認済証発行 

２．５ｍ
を 超 え
る部分 

このようなものは、
壁面後退した空間に
突出して設置するこ
とが出来ません。 

道 路 

敷 地 

壁面の位置の制
限を受ける区域 

軒 

出窓 

庇 

外開き
のドア 

ドライ
エリア 

２．５ｍ 

住商共存・協
調地区 A，B
では、高さ
2.5ｍを超え
る部分に設
置するもの
であれば設
置可能です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６ 

地区計画が定められている地区では、次のいずれ

かの行為に着手する日の３０日前までに、北沢総

合支所街づくり課に届出してください。 

１ 土地の区画形質の変更  
① 道路の新設、拡幅、廃止又は変更  

② 一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの 

③ 宅地以外の土地を宅地として利用するもの 

④ 土地の切土、盛土 

２ 建築物の建築又は工作物の建設  
建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、広告塔などを建

設する場合など 

３ 建築物等の用途の変更  
建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など 

 

４ 建築物等の形態又は意匠の変更  
建築物、門、塀その他の工作物の高さ、その他の寸法、形状、

色彩を変える場合など 

地区計画に関する届出の方法 

届出に必要な図書は、届出書１部（必要事項を記入）と図面２部

です。建築行為等に着手する日の３０日前までに、北沢総合支所街

づくり課に提出してください。 

また、世田谷区街づくり条例に基づく街づくり誘導地区（地区街

づくり計画）の届出もありますので、あわせて提出してください。 

届出する行為の内容により必要な図面を添付し

てください。 
図面の種類 明示すべき事項 

案内図 
行為を行う土地の区域、目標となる地物（公共施設等）、

方位 

配置図 

方位、敷地の境界線、敷地の面積、敷地内の建築物の

位置、壁面の位置の制限、敷地に接する道路の位置及

び幅員、外構、緑化計画（縮尺 1/100 程度） 

各階平面図 
各室の用途・軒・庇・ベランダの寸法、各階の床面積、

壁面の位置の制限（縮尺 1/50 程度） 

断面図（２面） 
道路からの地盤面の高さ、建築物の最高高さ、軒の高

さ、床の高さ、斜線制限 

立面図（２面） 屋根・壁の色（縮尺 1/50 程度） 

その他 

垣、さくの構造、日影図、その他参考となる事項、敷地面積

が敷地の最低限度に満たない場合は、本地区計画の決定告示

日より前に敷地分割をしていることを証明する書類 

 

届出図書の体裁 

図書等は、Ａ４判に折り込み、左側を閉

じてください。 

建築行為等に着手する日の３０日前までに届出が必要です 

地区計画とは 

安全で快適な街並みの形成や、

良好な環境の保全などを目的

に、地区の特性にあったきめ細

かな計画を地区の方々と共に考

え、都市計画として定めたもの

です。 

地区計画には、地区の将来像な

どを示した地区計画の目標と方

針、それを実現するための地区

整備計画を定めます。 

具体的には、建物の用途・高さ・

壁面の位置など建築物に関する

ルールや、道路・公園などの公

共施設の配置や規模を定めるこ

とができます。 

容積率や道路斜線制限等の緩

和を受けるには、別途、建築

調整課許可・認定担当に「制

限の特例認定」の申請が必要

になります。 

【申請・相談先】 

都市整備政策部建築調整課許可・認定担当 
世田谷区玉川 1-20-1  
二子玉川分庁舎 B棟２Ｆ 
電話 03-6432-7163 

（※建築物の建築又は、特定工作物の建設のための土地の区画 

  の変更をいい、単なる土地の分合筆は含みません。） 

再生紙を使用しています。  発行：20２２年３月 

北沢総合支所 

街づくり課 

お問い合わせ・届出先 

 

世田谷区北沢総合支所街づくり課 

世田谷区北沢２－８－１８（北沢タウンホ－ル） 

電話 ０３－５４７８－８０３１ 




